
議案番号 件　　　　　　名 頁 摘　要

報３ 専決処分したものの報告について 3

（専６） 　損害賠償の額を定めることについて 5 物損事故

報４ 専決処分したものの承認を求めることについて 7

（専７）
　豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例
　の一部を改正する条例制定について

9

（専８） 　豊岡市市税条例の一部を改正する条例制定について 35

（専９） 　令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第28号） 41

（専10） 　令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第３号） 77

（専11） 　令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 91

（専12） 　令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 105

53 固定資産評価員の選任につき同意を求めることについて （当日配布）

54 教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについて （当日配布）

55 監査委員の選任につき同意を求めることについて （当日配布）

　（令和３年５月14日開会）

令和３年第２回豊岡市議会(臨時会)

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※    市 長 提 出 議 案 目 録    ※

-1-



 

-2-



報告第３号 

 

   専決処分したものの報告について 

 

 市長に委任する専決処分事項の指定について（平成28年12月27日議決）の規定に

より、下記の事項について別紙のとおり専決処分したから、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第180条第２項の規定により報告する。 

 

  令和３年５月14日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎   

 

記 

 

 損害賠償の額を定めることについて 
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報告第４号 

 

   専決処分したものの承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、下記の事項に

ついて別紙のとおり専決処分したから、同条第３項の規定により報告し、承認を求

める。 

 

令和３年５月14日提出 

 

豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

記 

 

１ 豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する

条例制定について 

２ 豊岡市市税条例の一部を改正する条例制定について 

３ 令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第28号） 

４ 令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第３号） 

５ 令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

６ 令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 
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専決第７号 

 

   豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部を 

改正する条例制定について 

 

 豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条

例制定について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、

下記のとおり専決処分する。 

 

  令和３年３月31日専決 

 

                        豊岡市長 中 貝 宗 治  

 

記 

 

豊岡市条例第21号 

 （以下条例案のとおり） 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例 

 

（豊岡市市税条例の一部改正） 

第１条 豊岡市市税条例（平成17年豊岡市条例第58号）の一部を次のように改正す

る。 

第36条の３の２第４項中「所得税法第198条第２項に規定する納税地の所轄税務

署長の承認を受けている」を「令第48条の９の７の２において準用する令第８条

の２の２に規定する要件を満たす」に改め、「次条第４項」の右に「及び第53条の

９第３項」を加える。 

第36条の３の３第４項中「所得税法第203条の６第６項に規定する納税地の所轄

税務署長の承認を受けている」を「令第48条の９の７の３において準用する令第

８条の２の２に規定する要件を満たす」に改める。 

第53条の８第１項第１号中「本条、次条第２項及び」を「この条、次条第２項及

び第３項並びに」に改める。 

第53条の９に次の２項を加える。 

３ 第１項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由

すべき退職手当等の支払をする者が令第48条の18において準用する令第８条の

２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当

該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払をする者に対し、当

該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 

４ 前項の規定の適用がある場合における第２項の規定の適用については、同項

中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、

「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けた

とき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。 

第81条の４第１号及び第２号中「同条第４項」の右に「又は第５項」を加える。 

附則第10条の２第３項中「附則第15条第30項第１号イ」を「附則第15条第27項

第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第15条第30項第１号ロ」を「附則第15条

第27項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第15条第30項第１号ハ」を「附則

第15条第27項第１号ハ」に改め、同条第６項中「附則第15条第30項第１号ニ」を

「附則第15条第27項第１号ニ」に改め、同条第７項中「附則第15条第30項第２号

イ」を「附則第15条第27項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第15条第30項

第２号ロ」を「附則第15条第27項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第15条

第30項第２号ハ」を「附則第15条第27項第２号ハ」に改め、同条第10項中「附則
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第15条第30項第３号イ」を「附則第15条第27項第３号イ」に改め、同条第11項中

「附則第15条第30項第３号ロ」を「附則第15条第27項第３号ロ」に改め、同条第

12項中「附則第15条第30項第３号ハ」を「附則第15条第27項第３号ハ」に改め、

同条第13項中「附則第15条第34項」を「附則第15条第30項」に改め、同条第14項

中「附則第15条第38項」を「附則第15条第34項」に改め、同条第15項中「附則第

15条第39項」を「附則第15条第35項」に改め、同条第16項を削り、同条第17項を

同条第16項とし、同条第18項中「割合は０」の右に「（生産性の向上に重点的に

取り組むべき業種として同意導入促進基本計画（中小企業等経営強化法（平成11

年法律第18号）第50条第２項に規定する同意導入促進基本計画をいう。）に定め

る業種に属する事業の用に供する法附則第64条に規定する特例対象資産にあって

は０）」を加え、同項を同条第17項とする。 

附則第11条の見出し中「令和30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改める。 

附則第11条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は

令和５年度」に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」を「令和

４年度分又は令和５年度分」に改め、同条第２項中「令和元年度適用土地又は令

和元年度類似適用土地」を「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」

に、「令和２年度分」を「令和５年度分」に改める。 

附則第12条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改め、同条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令

和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の右に「（令和３年度分

の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条

第２項及び第３項中「平成30年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年

度分及び令和５年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「平成30年度から令和

２年度まで」を「令和３年度から令和５年度まで」に改める。 

  附則第12条の２の次に次の１条を加える。 

 第12条の３ 地方税法の一部を改正する法律（令和３年法律第７号）附則第14条

の規定に基づき、令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税につ

いては、法附則第18条の３の規定を適用しない。 

附則第13条の見出し中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から

令和５年度まで」に改め、同条中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３

年度から令和５年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の右に「。以下こ

の項において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の右に「（令和３年度分の

固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加える。 

附則第15条第１項中「平成30年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和

５年度まで」に改め、同条第２項中「令和３年３月31日」を「令和６年３月31日」
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に改める。 

附則第15条の２中「同条第４項」の右に「又は第５項」を加え、「令和３年３月

31日」を「令和３年12月31日」に改める。 

附則第15条の２の２第２項中「同条第２項」の右に「又は第３項」を、「同条

第４項」の右に「又は第５項」を加える。 

附則第16条第１項中「第５項」を「第８項」に改め、同条第２項中「、当該軽

自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第３項

中「この項及び次項」を「この条」に改め、「、当該ガソリン軽自動車が平成31年

４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令

和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条第４項中「、当該ガソリ

ン軽自動車が平成31年４月１日から令和２年３月31日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合には令和２年度分の軽自動車税の種別割に限り」を削り、同条に

次の３項を加える。 

６ 法附則第30条第２項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車（自家用

の乗用のものを除く。）に対する第82条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受け

た場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和４

年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に

は令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第30条第７項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（営

業用の乗用のものに限る。）に対する第82条の規定の適用については、当該ガソ

リン軽自動車が令和３年４月１日から令和４年３月31日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソ

リン軽自動車が令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には令和５年度分の軽自動車税の種別割に限り、第３項の

表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右

欄に掲げる字句とする。 

８ 法附則第30条第８項の規定の適用を受ける３輪以上のガソリン軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。）に対する第

82条の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和３年４月１日から

令和４年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和４年度分

の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から

令和５年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和５年度分

の軽自動車税の種別割に限り、第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の
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中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第16条の２第１項中「第５項」を「第８項」に改める。 

附則第25条に次の１項を加える。 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例

法第６条の２第１項の規定の適用を受けた場合における附則第７条の３の２第

１項の規定の適用については、同項中「令和15年度」とあるのは「令和17年度」

と、「令和３年」とあるのは「令和４年」とする。 

（豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 豊岡市市税条例等の一部を改正する条例（令和元年豊岡市条例第３号）の

一部を次のように改正する。 

  附則第１項第１号中「附則第７項」を「附則第６項」に改め、同項第４号中「附

則第９項」を「附則第８項」に改める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、第１条中豊岡市市税条

例附則第10条の２第18項の改正規定（同項を同条第17項とする部分を除く。）、

附則第６項及び附則第７項の規定については、産業競争力強化法等の一部を改正

する等の法律（令和３年法律第   号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行

の日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の豊岡市市税条例（以下「新条例」という。）第36条

の３の２第４項の規定は、この条例の施行の日（以下この項及び次項において「施

行日」という。）以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告

書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った第１条の規定によ

る改正前の豊岡市市税条例（次項において「旧条例」という。）第36条の３の２第

４項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供

については、なお従前の例による。 

３ 新条例第36条の３の３第４項の規定は、施行日以後に行う新条例第36条の３の

２第４項に規定する電磁的方法による新条例第36条の３の３第４項に規定する申

告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧条例第36条の

３の２第４項に規定する電磁的方法による旧条例第36条の３の３第４項に規定す

る申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

４ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令

和３年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 
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５ 生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）の施行の日から令和３年３月31

日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に改正前の地方税法

（昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。）附則第15条第41項に規

定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）が取得（同

条第41項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条第41項に

規定する機械装置等（以下この項において「機械装置等」という。）（中小事業者

等が、同条第41項に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」と

いう。）に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適

用期間内に取得をした同条第41項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、

適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含

む。）に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

６ 地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第26号）の施行の日から令和

３年３月31日までの期間（以下この項において「適用期間」という。）内に旧法附

則第64条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」という。）

が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした同条に規

定する家屋及び構築物（中小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この

項において「リース取引」という。）に係る契約により家屋及び構築物を引き渡し

て使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等

に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場

合における当該家屋及び構築物を含む。）に対して課する固定資産税については、

なお従前の例による。 

７ 新条例附則第10条の２第17項の規定は、令和３年４月１日以後に地方税法等の

一部を改正する法律（令和３年法律第７号）第１条の規定による改正後の地方税

法附則第64条に規定する中小事業者等（以下この項において「中小事業者等」と

いう。）が取得（同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。）をした

同条に規定する特例対象資産（以下この項において「特例対象資産」という。）（中

小事業者等が、同条に規定するリース取引（以下この項において「リース取引」

という。）に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者

が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規

定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び

構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第26号）の施

行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、

令和３年４月１日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例

対象資産を含む。）に対して課する附則第１項ただし書の規定の施行の日の属す

る年の翌年の１月１日（当該施行の日が１月１日である場合には、同日）を賦課

期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、
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令和３年４月１日から同項ただし書の規定の施行の日の前日までの間に取得をし

た特例対象資産に対する新条例附則第10条の２第17項の規定の適用については、

同項中「中小企業等経営強化法（平成11年法律第18号）第50条第２項」とあるの

は、「生産性向上特別措置法（平成30年法律第25号）第38条第２項」とする。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

８ 新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、令和３年４月１日以

後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割に

ついて適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車

税の環境性能割については、なお従前の例による。 

９ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和３年度以後の年度分

の軽自動車税の種別割について適用し、令和２年度分までの軽自動車税の種別割

については、なお従前の例による。 
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豊岡市市税条例及び豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

 ⑴ 豊岡市市税条例の一部改正（第１条関係） 

ア 個人の市民税について、給与又は年金等の支払者が扶養親族申告書を電磁

的方法で提出する際の税務署長の承認を廃止すること。（第36条の３の２、第

36条の３の３関係） 

イ 個人の市民税について、扶養親族申告書を電磁的方法で提出している場合

は、退職所得申告書を電磁的方法で提出することができること。（第53条の８、

第53条の９関係） 

ウ 軽自動車税の環境性能割について、税率を１％減とする３輪以上の軽自動

車に、令和２年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車を加えること。（第

81条の４関係） 

エ 固定資産税について、宅地等及び農地の負担調整措置として、令和３年度

から令和５年度までの間、据置年度において価格の下落修正を行う措置並び

に商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含

め、現行の負担調整措置の仕組みを継続すること。（附則第11条、附則第11条

の２、附則第12条、附則第12条の３、附則第13条、附則第15条関係） 

オ 軽自動車税の環境性能割を１％軽減する特例について、令和元年10月１日

から令和３年３月31日までの適用期限を９箇月延長し、令和３年12月31日ま

でに取得したものを対象にすること。（第81条の４、附則第15条の２、附則第

15条の２の２関係） 

カ 軽自動車税の種別割のグリ－ン化特例について、令和12年度基準エネル

ギー消費効率に基づき軽減区分の見直しをすること並びに軽貨物自動車のう

ち電気自動車及び天然ガス自動車を特例の対象とすること。（附則第16条、附

則第16条の２関係） 

キ 個人の市民税における新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特

別控除について、控除期間を13年とする住宅ロ－ン控除の特例を延長し、入

居期限を令和４年12月31日までとし、令和17年度まで控除を受けることがで

きること。（附則第25条関係） 

ク その他所要の規定の整備を行うこと。 

 ⑵ 豊岡市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正（第２条関係） 

     豊岡市市税条例等の一部を改正する条例（令和元年豊岡市条例第３号）にお

ける軽自動車税に係る施行期日の整備をすること。（附則第１項関係） 
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２ 附則 

⑴ この条例は、令和３年４月１日から施行すること。ただし、新型コロナウイ

ルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び償却資産に対する固定資産

税の課税標準を条例で定める割合とする特例の一部の改正規定等は、産業競争

力強化法等の一部を改正する等の法律附則第１条第２号に掲げる規定の施行の

日から施行すること。（改正条例附則第１項関係） 

⑵ この条例の施行に係る所要の経過措置を定めること。（改正条例附則第２項

から第９項関係） 
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豊
岡
市
市
税
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
１
条
関
係
）
 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
２
 
略
 

第
36
条
の
３
の
２
 
略
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に

経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
所
得
税
法
第

1
9
8
条
第
２
項
に
規
定
す
る
納
税
地
の

所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
て
い
る

 
 
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該

申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に

経
由
す
べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第

4
8条

の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第

８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該

申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る

方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め

る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
及
び
第
5
3条

の
９
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

５
 
略
 

５
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
申
告
書
）
 

第
3
6
条
の
３
の
３

 
所
得
税
法
第

2
0
3
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
20

3条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け

る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す

る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第
20
3条

の
６
第

１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前

第
3
6
条
の
３
の
３

 
所
得
税
法
第

2
0
3
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項

に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第
2
0
3条

の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も

の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け

る
者
で
あ
っ
て
、
扶
養
親
族
（
控
除
対
象
扶
養
親
族
を
除
く
。
）
を
有
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）
で
市
内
に
住
所
を
有
す

る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法
第

2
03
条
の
６
第

１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金

等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
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日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

⑴
～
⑶
 
略
 

 
⑴
～
⑶

 
略
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第

2
0
3
条
の
６
第
６
項
に
規
定
す
る
納

税
地
の
所
轄
税
務
署
長
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に

対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由

す
べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第
4
8条

の
９
の
７
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
令

第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に

対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

５
 
略
 

５
 
略
 

（
特
別
徴
収
税
額
）
 

（
特
別
徴
収
税
額
）
 

第
53
条
の
８

 
第

53
条
の
７
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
税
額

と
す
る
。
 

第
53
条
の
８

 
第

53
条
の
７
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
べ
き
分
離
課
税
に
係
る
所
得
割

の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
税
額

と
す
る
。
 

⑴
 
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
提
出
し
た
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
（
以
下
本
条
、
次
条
第
２
項
及
び
 
 
 
 
 
 
 
第
53
条
の
10
第
１
項

に
お
い
て
「
退
職
所
得
申
告
書
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確

定
し
た
年
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
他
の
退
職
手
当
等
で
既
に

支
払
が
さ
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
「
支
払
済
み
の
他
の
退

職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
が
な
い
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合
 
そ
の
支
払
う
退
職
手

当
等
の
金
額
に
つ
い
て
第

5
3条

の
３
及
び
第

5
3条

の
４
の
規
定
を
適
用
し
て
計

算
し
た
税
額
 

⑴
 
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
が
提
出
し
た
次
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
第
２
項
及
び
第
３
項
並
び
に
第
5
3条

の
1
0第

１
項

に
お
い
て
「
退
職
所
得
申
告
書
」
と
い
う
。
）
に
、
そ
の
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確

定
し
た
年
に
お
い
て
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
他
の
退
職
手
当
等
で
既
に

支
払
が
さ
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
「
支
払
済
み
の
他
の
退

職
手
当
等
」
と
い
う
。
）
が
な
い
旨
の
記
載
が
あ
る
場
合

 
そ
の
支
払
う
退
職
手

当
等
の
金
額
に
つ
い
て
第

5
3条

の
３
及
び
第

5
3条

の
４
の
規
定
を
適
用
し
て
計

算
し
た
税
額
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⑵
 
略
 

⑵
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
退
職
所
得
申
告
書
）
 

（
退
職
所
得
申
告
書
）
 

第
53
条
の
９
 
略
 

第
53
条
の
９
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

 
３

 
第
１
項
の
退
職
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
者
は
、
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
の

際
に
経
由
す
べ
き
退
職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
が
令
第

4
8
条
の
1
8に

お
い
て
準

用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
退
職
所
得
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
退

職
手
当
等
の
支
払
を
す
る
者
に
対
し
、
当
該
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
４

 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
２
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
退
職
所
得
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
退
職
所
得
申
告
書
に
記
載
す

べ
き
事
項
を
」
と
、
「
支
払
を
す
る
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
支
払

を
す
る
者
が
提
供
を
受
け
た
と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
時
」
と
あ
る
の
は
「
提
供

を
受
け
た
時
」
と
す
る
。
 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

第
81
条
の
４

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境

性
能
割
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

第
81
条
の
４

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境

性
能
割
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

⑴
 
法
第
45
1条

第
１
項
（
同
条
第
４
項
 
 
 
 
 
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 

10
0分

の
１
 

⑴
 
法
第
45
1条

第
１
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
1
00
分
の
１
 

⑵
 
法
第
45
1条

第
２
項
（
同
条
第
４
項
 
 
 
 
 
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 

10
0分

の
２
 

⑵
 
法
第
45
1条

第
２
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
1
00
分
の
２
 

⑶
 
略
 

⑶
 
略
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附
 
則
 

附
 
則
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
略
 

第
10
条
の
２
 
略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

３
 
法
附
則
第

15
条
第
3
0項

第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

３
 
法
附
則
第

15
条
第
2
7項

第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第

15
条
第
3
0項

第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第

15
条
第
2
7項

第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 
法
附
則
第

15
条
第
3
0項

第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

５
 
法
附
則
第

15
条
第
2
7項

第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第

15
条
第
3
0項

第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

６
 
法
附
則
第

15
条
第
2
7項

第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第

15
条
第
3
0項

第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

７
 
法
附
則
第

15
条
第
2
7項

第
２
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第

15
条
第
3
0項

第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

８
 
法
附
則
第

15
条
第
2
7項

第
２
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
４
分
の
３
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第

15
条
第
3
0項

第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第

15
条
第
2
7項

第
２
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

1
0
 
法
附
則
第
1
5条

第
30
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
0 

法
附
則
第
1
5条

第
2
7項

第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
1
 
法
附
則
第
1
5条

第
30
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
1 

法
附
則
第
1
5条

第
2
7項

第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
2
 
法
附
則
第
1
5条

第
30
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

1
2 

法
附
則
第
1
5条

第
2
7項

第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す

る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
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13
 
法
附
則
第
15
条
第
34
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

13
 
法
附
則
第
15
条
第
30
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
38
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第
15
条
第
34
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
２
分
の
１
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
39
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
第
35
項
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３
分
の
２
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第
15
条
第
41
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
０
と
す
る
。
 

 

17
 
略
  

16
 
略
 

1
8
 
法
附
則
第

64
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
０

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
と
す
る
。
 

1
7 

法
附
則
第

64
条
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
０
（
生
産
性
の
向
上
に
重

点
的
に
取
り
組
む
べ
き
業
種
と
し
て
同
意
導
入
促
進
基
本
計
画
（
中
小
企
業
等
経

営
強
化
法
（
平
成

1
1年

法
律
第

1
8号

）
第

5
0
条
第
２
項
に
規
定
す
る
同
意
導
入
促

進
基
本
計
画
を
い
う
。
）
に
定
め
る
業
種
に
属
す
る
事
業
の
用
に
供
す
る
法
附
則

第
64
条
に
規
定
す
る
特
例
対
象
資
産
に
あ
っ
て
は
０
）
と
す
る
。
 

（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
 

（
土
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
特
例
に
関
す
る
用
語
の
意
義
）
 

第
11
条

 
次
条
か
ら
附
則
第

14
条
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

第
11
条

 
次
条
か
ら
附
則
第

1
4
条
ま
で
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
規
定
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

⑴
～
⑹
 
略
 

⑴
～
⑹
 
略
 

（
令
和
元
年
度
又
は
令
和
２
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）
 

（
令
和
４
年
度
又
は
令
和
５
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）
 

第
11
条
の
２

 
市
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価

値
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
市
長
が
土

地
の
修
正
前
の
価
格
（
法
附
則
第

1
7条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格

を
い
う
。
）
を
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資

産
税
の
課
税
上
著
し
く
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

6
1条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令

和
元
年
度
分
又
は
令
和
２
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
当
該
土
地
の
修
正
価

格
（
法
附
則
第
17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税

第
11
条
の
２

 
市
の
区
域
内
の
自
然
的
及
び
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
類
似
の
利
用
価

値
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
地
価
が
下
落
し
、
か
つ
、
市
長
が
土

地
の
修
正
前
の
価
格
（
法
附
則
第

1
7条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
前
の
価
格

を
い
う
。
）
を
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
す
る
こ
と
が
固
定
資

産
税
の
課
税
上
著
し
く
均
衡
を
失
す
る
と
認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

6
1条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令

和
４
年
度
分
又
は
令
和
５
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
限
り
、
当
該
土
地
の
修
正
価

格
（
法
附
則
第

17
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
修
正
価
格
を
い
う
。
）
で
土
地
課
税
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台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第

17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
令
和
元
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
元

年
度
類
似
適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和
２
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

61
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格

（
法
附
則
第

17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土

地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第

17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
令
和
４
年
度
適
用
土
地
又
は
令
和
４

年
度
類
似
適
用
土
地
で
あ
っ
て
、
令
和
５
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
前
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
同
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
課
税
標
準
は
、
第

6
1
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
さ
れ
た
価
格

（
法
附
則
第

17
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
修
正
さ
れ
た
価
格
を
い
う
。
）
で
土

地
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
平
成
3
0年

度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
特
例
）
 

（
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
特
例
）
 

第
12
条

 
宅
地
等
に
係
る
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該

宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条

に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

10
0分

の
５

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の
３
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に

定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅

地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整

固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

第
12
条

 
宅
地
等
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定

資
産
税
の
額
は
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該

宅
地
等
の
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税

標
準
額
に
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
価
格
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
3
4
9条

の
３
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
価
格
に
同
条

に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

1
00
分
の
５

を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、

前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固

定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の
３
ま
で

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に

定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
宅

地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
宅
地
等
調
整

固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
及
び
令
和
５
年

-24-



度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定

資
産
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
価
格
に

10
分
の
６
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の

３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら

の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税

額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と

す
る
。
 

度
分

 
 
 

 
 
 
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定

資
産
税
額
が
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0分

の
６
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
商
業
地
等
が
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の

３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら

の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税

額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と

す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年

度
ま
で
の
各
年
度
分
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定

資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
価
格
に

1
0分

の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の
３
ま

で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定

に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
に
係
る
令
和
４
年
度
及
び
令
和
５
年

度
分

 
 
 

 
 
 
の
宅
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
は
、
当
該
宅
地
等
調
整
固
定

資
産
税
額
が
、
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と

な
る
べ
き
価
格
に

1
0分

の
２
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
宅
地
等
が
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の
３
ま

で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定

に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
宅
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
に
満
た

な
い
場
合
に
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
固
定
資
産
税
額
と
す
る
。
 

４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.6
以
上

0.
7
以

下
の
も
の
に
係
る
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
額
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附
則
第

1
5
条
か

ら
第
1
5条

の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年

度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得

４
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.
6
以
上
0
.
7
以

下
の
も
の
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産

税
の
額
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
（
当
該
商
業
地
等

が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附
則
第

1
5
条
か

ら
第

1
5条

の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と
き
は
、
前
年

度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
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た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固
定

資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

た
額
）
を
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な

る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
据
置
固
定

資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.
7
を
超
え
る

も
の
に
係
る
平
成
3
0年

度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

額
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0分

の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附

則
第

15
条
か
ら
第

15
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業

地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場

合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
 

５
 
商
業
地
等
の
う
ち
当
該
商
業
地
等
の
当
該
年
度
の
負
担
水
準
が

0
.
7
を
超
え
る

も
の
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の

額
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
商
業
地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の

固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に

1
0分

の
７
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当

該
商
業
地
等
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第

3
4
9
条
の
３
又
は
附

則
第

15
条
か
ら
第

1
5
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
商
業
地
等
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
当
該
商
業

地
等
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場

合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
商
業
地
等
調
整
固
定
資
産
税
額
」
と
い
う
。
）

と
す
る
。
 

 
第

12
条
の
３

 
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
３
年
法
律
第
７
号
）
附

則
第

1
4条

の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
法
附
則
第
1
8
条
の
３
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
特
例
）
 

（
農
地
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固

定
資
産
税
の
特
例
）
 

第
13
条

 
農
地
に
係
る
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地

に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
34
9条

の
３
又
は

附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5条

の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

第
13
条

 
農
地
に
係
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資

産
税
の
額
は
、
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
額
が
、
当
該
農
地

に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標

準
額
（
当
該
農
地
が
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
法
第
3
4
9条

の
３
又
は

附
則
第

1
5条

か
ら
第

1
5条

の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
農
地
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
課
税
標
準
額
に
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
当
該
農
地
の
当
該
年
度
の
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
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る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得

た
額
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
固
定

資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
と

す
る
。
 

る
負
担
水
準
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
負
担
調
整
率
を
乗
じ
て
得

た
額
（
令
和
３
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税

の
課
税
標
準
額
）
を
当
該
農
地
に
係
る
当
該
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準

と
な
る
べ
き
額
と
し
た
場
合
に
お
け
る
固
定
資
産
税
額
（
以
下
「
農
地
調
整
固
定

資
産
税
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
当
該
農
地
調
整
固
定
資
産
税
額
と

す
る
。
 

 
略
 

 

 
略
 

 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特
別
土
地
保
有
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
1
5
条

 
附
則
第

1
2
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等

（
附
則
第
11
条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
34
9条

の
３
、

第
3
4
9
条
の
３
の
２
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
平
成

30
年
度
か
ら
令
和
２
年
度
ま
で

の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
第
13
7条

第
１
号
中
「
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第

12
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

第
1
5
条

 
附
則
第

1
2
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
宅
地
等

（
附
則
第

11
条
第
２
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
を
い
う
も
の
と
し
、
法
第
3
49
条
の
３
、

第
3
4
9
条
の
３
の
２
又
は
附
則
第

1
5
条
か
ら
第

1
5
条
の
３
ま
で
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
令
和
３
年
度
か
ら
令
和
５
年
度
ま
で

の
各
年
度
分
の
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
第
1
3
7条

第
１
号
中
「
当
該
年
度

分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
分

の
固
定
資
産
税
に
係
る
附
則
第

1
2
条
第
１
項
か
ら
第
５
項
ま
で
に
規
定
す
る
課
税

標
準
と
な
る
べ
き
額
」
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第

11
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成

1
8年

１
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
第
13
7条

第
２
号
中
「
不
動
産
取
得
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
（
法
附
則
第

11
条
の
５
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得

た
額
」
と
し
、
「
令
第
54
条
の
38
第
１
項
に
規
定
す
る
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
令
第

5
4条

の
38
第
１
項
に
規
定
す
る
価
格
（
法
附
則
第

1
1条

の
５
第
１
項
の
規
定
の
適

用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て

２
 
法
附
則
第

11
条
の
５
第
１
項
に
規
定
す
る
宅
地
評
価
土
地
の
取
得
の
う
ち
平
成

1
8
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
課

す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
第
1
3
7条

第
２
号
中
「
不
動
産
取
得
税
の
課

税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な
る

べ
き
価
格
（
法
附
則
第

1
1
条
の
５
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場

合
に
お
け
る
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
得

た
額
」
と
し
、
「
令
第

5
4条

の
3
8第

１
項
に
規
定
す
る
価
格
」
と
あ
る
の
は
「
令
第

5
4
条
の

38
第
１
項
に
規
定
す
る
価
格
（
法
附
則
第

1
1
条
の
５
第
１
項
の
規
定
の
適

用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
価
格
を
い
う
。
）
に
２
分
の
１
を
乗
じ
て
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得
た
額
」
と
す
る
。
 

得
た
額
」
と
す
る
。
 

３
～
５
 
略
 

３
～
５
 
略
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
）
 

第
15
条
の
２
 
法
第
45
1条

第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
 
 
 
 
 
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

の
取
得
が
令
和
元
年

1
0月

１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
（
附
則
第

1
5

条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

第
80
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な

い
。
 

第
15
条
の
２
 
法
第
4
51
条
第
１
項
第
１
号
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
（
自
家
用
の
も
の
に
限

る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
て
は
、
当
該
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

の
取
得
が
令
和
元
年

1
0月

１
日
か
ら
令
和
３
年

1
2
月

3
1
日
ま
で
の
間
（
附
則
第

1
5

条
の
６
第
３
項
に
お
い
て
「
特
定
期
間
」
と
い
う
。
）
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

第
80
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
課
さ
な

い
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
15
条
の
２
の
２

 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、
第

１
章
第
２
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
兵
庫
県
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の

賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。
 

第
15
条
の
２
の
２

 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、
第

１
章
第
２
節
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
兵
庫
県
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の

賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
、
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
兵
庫
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第
44
6条

第
１
項
（
同

条
第
２
項
 
 
 
 
 
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第

45
1条

第

１
項
若
し
く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
４
項

 
 
 
 
 
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第

29

条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
兵
庫
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境

性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第

4
46
条
第
１
項
（
同

条
第
２
項
又
は
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第

4
51
条
第

１
項
若
し
く
は
第
２
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す

る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第

2
9

条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

３
・
４
 
略
 

３
・
４
 
略
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
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第
16
条

 
法
附
則
第

30
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当

該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第
44
4条

第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項

か
ら
第
５
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か

ら
起
算
し
て

14
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

の
種
別
割
に
係
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
16
条

 
法
附
則
第

3
0
条
第
１
項
に
規
定
す
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当

該
軽
自
動
車
が
最
初
の
法
第
44
4条

第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項

か
ら
第
８
項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か

ら
起
算
し
て

14
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

の
種
別
割
に
係
る
第

8
2条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
略
 

 

 
略
 

 

２
 
法
附
則
第

30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

に
対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
平
成

31
年
４

月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場

合
に
は
令
和
２
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令

和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を

受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

２
 
法
附
則
第

30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

に
対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
、
当
該
軽
自
動
車
が
令

和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を

受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の

左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
略
 

 

 
略
 

 

３
 
法
附
則
第

3
0
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
法
第

4
4
6
条
第
１
項
第

３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
ガ

ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第
82
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成

31
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
２
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和

２
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和

２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受

け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左

３
 
法
附
則
第

3
0
条
第
３
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
法
第

4
4
6
条
第
１
項
第

３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
条

 
 

 
 
に
お
い
て
「
ガ

ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
に
対
す
る
第
8
2条

の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和

２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受

け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
左

-29-



欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

 

 
略
 

 

 
略
 

 

４
 
法
附
則
第

30
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
の

う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す

る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
平
成

3
1年

４
月
１
日
か
ら
令
和
２
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た

場
合
に
は
令
和
２
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽

自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両

番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限

り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第

30
条
第
４
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
の

う
ち
３
輪
以
上
の
も
の
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に
対
す

る
第

8
2条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽

自
動
車
が
令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
３
年
３
月

3
1
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両

番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
３
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限

り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
略
 

 

 
略
 

 

５
 
略
 

５
 
略
 

 
６
 
法
附
則
第

30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
３
輪
以
上
の
軽
自
動
車

（
自
家
用
の
乗
用
の
も
の
を
除
く
。）

に
対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間

に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種

別
割
に
限
り
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
５
年
度
分
の
軽
自
動

車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
２
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
７
 
法
附
則
第

30
条
第
７
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自

動
車
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。）

に
対
す
る
第

8
2条

の
規
定
の
適
用
に
つ
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い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽

自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日

か
ら
令
和
５
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は

令
和
５
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
第
３
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ

る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
８
 
法
附
則
第

30
条
第
８
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自

動
車
（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に

限
る
。）

に
対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動

車
が
令
和
３
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
４
年
３
月

3
1日

ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号

指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
４
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
当

該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
５
年
３
月

3
1日

ま
で
の

間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
令
和
５
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の

種
別
割
に
限
り
、
第
４
項
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
16
条
の
２

 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上

の
軽
自
動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
５
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以

上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣

の
認
定
等
（
法
附
則
第

30
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
16
条
の
２

 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
３
輪
以
上

の
軽
自
動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
８
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
３
輪
以

上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣

の
認
定
等
（
法
附
則
第

3
0
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
・
３
 
略
 

２
・
３
 
略
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特

例
）
 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特

例
）
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第
25
条

 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
特
例
法
第
６
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則

第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和
15
年
度
」

と
あ
る
の
は
、
「
令
和
16
年
度
」
と
す
る
。
 

第
25
条

 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
特
例
法
第
６
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則

第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和

1
5年

度
」

と
あ
る
の
は
、
「
令
和
1
6年

度
」
と
す
る
。
 

 
２

 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
特
例
法
第
６
条
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則

第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
令
和

1
5年

度
」

と
あ
る
の
は
「
令
和

17
年
度
」
と
、
「
令
和
３
年
」
と
あ
る
の
は
「
令
和
４
年
」
と

す
る
。
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豊
岡
市
市
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
（
第
２
条
関
係
）
 
 
 
 

 

現
行
 

改
正
後
（
案
）
 

 
 
 
附
 
則
 
 
 
  
  

 
 
 
附
 
則
 

（
施
行
期
日
）

 
 
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
⑴

 
第
２
条
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
７
項
の
規
定
 

令
和
元
年
10
月
１
日
 

 
⑴

 
第
２
条
（
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
６
項
の
規
定
 

令
和
元
年
10
月
１
日
 

 
⑵
・
⑶

 
略
 

 
⑵
・
⑶
 
略
 

 
⑷

 
第
３
条
及
び
附
則
第
９
項
の
規
定
 
 
令
和
３
年
４
月
１
日
 

 
⑷

 
第
３
条
及
び
附
則
第
８
項
の
規
定
 
 
令
和
３
年
４
月
１
日
 

２
～
９
 
略
 

２
～
９
 
略
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専決第８号 

 

   豊岡市市税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 豊岡市市税条例の一部を改正する条例制定について、地方自治法（昭和22年法律

第67号）第179条第１項の規定により、下記のとおり専決処分する。 

 

  令和３年５月６日専決 

 

                        豊岡市長 関 貫 久 仁 郎  

 

記 

 

豊岡市条例第22号 

 （以下条例案のとおり） 
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豊岡市条例第   号 

 

豊岡市市税条例の一部を改正する条例 

 

豊岡市市税条例（平成17年豊岡市条例第58号）の一部を次のように改正する。 

第83条第２項に次のただし書を加える。 

  ただし、令和３年度分の種別割の納期は、５月１日から６月30日までとする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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豊岡市市税条例の一部を改正する条例案要綱 

 

１ 改正の内容 

令和３年度分の軽自動車税の種別割の納期を、５月１日から６月30日までとす

ること。（第83条関係） 

 

２ 附則 

この条例は、公布の日から施行すること。 

-38-



豊
岡
市
市
税
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）
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第
83
条
 
略
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83
条
 
略
 

２
 
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
同
月
3
1日

ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
令
和
３

年
度
分
の
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
１
日
か
ら
６
月
3
0日

ま
で
と
す
る
。
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        令和３年３月 31 日専決 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

専決第９号 

 

令和２年度豊岡市一般会計補正予算（第28号） 

 

 

 令和２年度豊岡市の一般会計補正予算（第28号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ104,414千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ59,561,613千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の廃止及び変更は、「第２表地方債補正」による。 
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廃　　　止 （単位  千円）

起 債 の 目 的

コウノ トリ 文化 館整 備事 業費

〔 コ ウ ノ ト リ 文 化 館 〕

計

変　　　更

バ ス 交 通 対 策 事 業 費

〔 イ ナ カ ー 〕

地 域 振 興 事 業 費

〔 太 鼓 橋 〕

コミュニティセンター整備事業費

〔中筋地区コミュニティセンター〕

土 地 改 良 事 業 費

〔 農 道 橋 耐 震 化 事 業 〕

観 光 施 設 整 備 事 業 費

〔 玄 武 洞 公 園 〕

内 水 処 理 施 設 整 備 事 業 費

〔 排 水 ポ ン プ 〕

道 路 整 備 事 業 費

〔 池 上 日 吉 線 〕

〔道路 構造 物長 寿命 化事 業〕

〔 栃 本 太 田 線 〕

〔 大 規 模 舗 装 修 繕 事 業 〕

〔 八 条 線 〕

〔 道 路 維 持 事 業 〕

〔 町 分 丸 野 線 〕

〔 1,900 〕

第 ２ 表　　地 方 債 補 正

限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

1,900 当 初 予 算
記 載 の と お り

当 初 予 算
記 載 の と お り

当 初 予 算
記 載 の と お り

14,800 13,200

〔 14,800 〕 〔 13,200 〕

起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

1,900

（単位  千円）

50,600 47,100

〔 50,600 〕 〔 47,100 〕

6,700 6,600

〔 6,700 〕 〔 6,600 〕

66,000 65,900

〔 66,000 〕 〔 65,900 〕

13,400 13,100

〔 6,000 〕 〔 5,700 〕

86,800 86,700

〔 10,400 〕 〔 10,300 〕

〔 48,400 〕 〔 43,800 〕

〔 15,200 〕 〔 15,700 〕

〔 57,300 〕 〔 57,100 〕

〔 20,300 〕 〔 19,200 〕

202,000 194,900

〔 38,000 〕 〔 37,900 〕

〔 16,800 〕 〔 16,500 〕

〔 6,000 〕 〔 4,700 〕
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起 債 の 目 的
限 度 額

補 正 前 補 正 後

橋 り ょ う 整 備 事 業 費

〔 栃 江 橋 〕

〔 上 野 橋 〕

〔 橋 り ょ う 長 寿 命 化 事 業 〕

消 雪 装 置 整 備 事 業 費

公 園 整 備 事 業 費

〔 公 園 施 設 長 寿 命 化 事 業 〕

土 地 区 画 整 理 事 業 費

〔 稲 葉 川 〕

消 防 防 災 施 設 整 備 事 業 費

〔 消 火 栓 〕

消 防 防 災 設 備 整 備 事 業 費

〔 デ ジ タ ル 防 災 行 政 無 線 〕

認 定 こ ど も 園 整 備 事 業 費

〔 八 条 認 定 こ ど も 園 〕

公 立 小 学 校 整 備 事 業 費

〔 五 荘 小 学 校 〕

〔 豊 岡 小 学 校 〕

〔 三 江 小 学 校 〕

保 健 体 育 施 設 整 備 事 業 費

〔 城 崎 ボ ー ト セ ン タ ー 〕

〔 こ う の と り ス タ ジ ア ム 〕

〔 豊 岡 学 校 給 食 セ ン タ ー 〕

過 疎 対 策 事 業 債
（過疎地域自立促進特別事業分）

減 収 補 填 債

計

〔 18,900 〕 〔 18,800 〕

〔 174,700 〕 〔 177,300 〕

220,500 222,400

〔 26,900 〕 〔 26,300 〕

〔 17,100 〕 〔 16,400 〕

243,400 243,300

〔 56,500 〕 〔 56,300 〕

17,100 16,400

17,000 17,500

56,500 56,300

〔 2,900 〕 〔 2,700 〕

224,400 252,100

〔 425,000 〕 〔 418,700 〕

2,900 2,700

〔 22,000 〕 〔 21,900 〕

428,800 422,500

〔 4,300 〕 〔 2,900 〕

〔 48,800 〕 〔 49,000 〕

〔 41,600 〕 〔 54,400 〕

73,400 74,100

〔 13,600 〕 〔 20,400 〕

〔 15,000 〕 〔 23,100 〕

238,100 163,200

〔 7,200 〕 〔 9,100 〕

142,100 137,500

3,736,600 3,667,600
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令 和 ２ 年 度 豊 岡 市 一 般 会 計

補 正 予 算 （ 第 28 号 ） に 関 す る 説 明 書
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　　地方債の前前年度末及び前年度末における現在高並びに

　　当該年度末における現在高の見込みに関する調書

補正前の額 補 正 額

38,043,339 35,266,845 2,791,400 8,600

（１） 総 務 6,388,774 5,540,700 98,100 △ 7,100

（４） 農 林 水 産 1,044,223 1,045,582 90,600 △ 100

（５） 商 工 2,217,759 1,734,396 13,400 △ 300

（６） 土 木 7,944,194 7,478,743 992,200 △ 5,700

（７） 消 防 2,848,926 3,308,291 672,200 △ 6,400

（８） 教 育 9,596,786 8,846,928 915,800 28,200

16,449,027 16,330,391 1,340,700 △ 79,500

（１） 市町村民税減収（税）補てん債 245,145 185,653 238,100 △ 74,900

（５）
過 疎 対 策 事 業 債
（過疎地域自立促進特別事業分）

432,836 440,400 142,100 △ 4,600

54,669,844 51,925,386 4,138,500 △ 70,900

区　　　　　分
前前年 度末
現 在 高

当 該 年 度 中

当 該 年 度 中 起 債

１．普     通     債

３．そ   の   他   債

合　　　　　計

前 年 度 末
現 在 高
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(単位 千円)

補正後の額 補正前の額 補 正 額 補正後の額

2,800,000 5,166,403 32,891,842 8,600 32,900,442

91,000 929,010 4,709,790 △ 7,100 4,702,690

90,500 128,588 1,007,594 △ 100 1,007,494

13,100 255,432 1,492,364 △ 300 1,492,064

986,500 1,125,549 7,345,394 △ 5,700 7,339,694

665,800 438,654 3,541,837 △ 6,400 3,535,437

944,000 1,292,501 8,470,227 28,200 8,498,427

1,261,200 1,374,325 16,296,766 △ 79,500 16,217,266

163,200 51,122 372,631 △ 74,900 297,731

137,500 141,032 441,468 △ 4,600 436,868

4,067,600 6,553,230 49,510,656 △ 70,900 49,439,756

増 減 見 込 み
当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額

見 込 額 当該年度中
元金償還見
込 額
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        令和３年４月 12 日専決 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

専決第10号 

 

令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第３号） 

 

 

 令和３年度豊岡市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ180,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ48,505,810千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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令 和 ３ 年 度 豊 岡 市 一 般 会 計

補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） に 関 す る 説 明 書
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        令和３年４月 21 日専決 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

専決第11号 

 

令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第４号） 

 

 

 令和３年度豊岡市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ180,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ48,685,810千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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令 和 ３ 年 度 豊 岡 市 一 般 会 計

補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） に 関 す る 説 明 書
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        令和３年４月 28 日専決 

 

 

                    豊岡市長   中 貝 宗 治 

 

 

 

 

 

 

専決第12号 

 

令和３年度豊岡市一般会計補正予算（第５号） 

 

 

 令和３年度豊岡市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ120,000千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ48,805,810千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 
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令 和 ３ 年 度 豊 岡 市 一 般 会 計

補 正 予 算 （ 第 ５ 号 ） に 関 す る 説 明 書
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